
 

仙台市新田東総合運動場臨時駐車場管理運営要領 

（令和６年１０月４日仙台市スポーツ振興課） 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、仙台市新田東総合運動場臨時駐車場（以下「駐車場」という。）の管理運

営に関し、他に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（使用者） 

第２条 駐車場の使用者は、仙台市スポーツ施設条例（昭和五十九年仙台市条例第二号）第3条第

1項の規定の定めにより、仙台市新田東総合運動場仙台市民球場（以下「市民球場」という。）

の使用の許可を受けた団体の代表者又は大会の主催者とする。ただし、指定管理者が必要と認

める場合はこの限りではない。 

 

（使用時間等） 
第３条 駐車場の使用時間は、午前７時から午後７時とする。ただし、指定管理者が必要と認め

る場合はこの限りではない。 

２ 駐車場に駐車できる車両は、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第三条に定める

普通車のみとする。 

３ 車両の出入りは南側門扉を使用するものとする。ただし、指定管理者が必要と認める場

合は北側門扉を使用することができる。 

 

（使用の承認） 

第４条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。 

２ 駐車場の使用の承認を受けようとする者は、駐車場を使用する日（以下「使用日」とい

う。）の２週間前までに使用申込書（様式１）により申込みを行うものとする。ただし、指定

管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。 

３ 指定管理者は、駐車場の使用を承認したときは、使用承認書（様式１）を交付するもの

とする。 

４ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の承認をしないことがで

きる。 

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき 

(2) 運動場及び駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき 

(3) その他指定管理者が不適当と認めるとき 

５ 指定管理者が必要と認めるときは、条件を付して承認することができる。 

 

（使用承認の取消し等） 

第５条 指定管理者は、使用者がこの要領に違反したとき使用承認を取り消し、又は使用を制限

し、若しくは停止することができる。 

 

（承認事項の変更） 

第６条 使用者は、使用内容に変更が生じたときは、速やかに変更事項を指定管理者に届け出、

承認を受けなければならない。 

 

 



（使用者及び管理責任者の遵守事項） 

第７条 使用者は、仙台市スポーツ施設条例施行規則（平成15年仙台市規則第53号）第12条

に規定するもののほか、使用承認書の記載事項を遵守するものとする。 

２ 使用者は、前項に定めることのほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

 (1) 使用期間中の管理責任者を１名選任すること。 

(2) 駐車場の利用者は大会等関係者とすること。 

(3) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(4) 集会を行わないこと。 

(5) 交通法規を守り、その他住民優先の行動を徹底すること。 

 

（使用者の責任） 

第８条 使用者は、駐車場の使用において、鍵又は駐車許可証を紛失したときは、実費相当分を

弁償するものとし、駐車場施設に損傷を与えたときは、原状に回復するものとする。 

２ 駐車場使用に係る事故については、すべて使用者又は当事者の責任とする。 

 

 

 

附 則 

この要領は、令和６年１０月４日から実施する。 

 

 

 

 

 


